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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年３月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 沈没 

発生日時 平成２６年３月１３日 ０６時３８分ごろ 

発生場所 大分県佐伯
さ い き

市蒲江
か ま え

港東北東方沖  

 蒲江港灯台から真方位０６８°５.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°４９.４０′ 東経１３２°０２.３０′） 

事故調査の経過  平成２６年３月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第二十一栄
えい

進
しん

丸、７０トン 

   １２９４０９、豊予汽船株式会社（以下「Ａ社」という。） 

   ２０.０６ｍ（Lr）×７.５０ｍ×２.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、昭和６２年６月 

Ｂ バージ 第二十一栄
えい

進
しん

丸、１,０５１トン 

   なし、Ａ社 

   ６７.２０ｍ（Lr）×１３.５０ｍ×４.１０ｍ、鋼 

   機関なし、昭和６２年建造 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ６８歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４５年７月１７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年４月１９日 

免状有効期間満了日 平成２８年６月１９日 

 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（船長） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 全損（沈没） 

Ｂ なし 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか３人が乗り組み、Ａ船の船首部を空倉状態のＢ船

の船尾凹部に嵌
かん

合し、‘Ａ船両舷の油圧ジャッキとロープ’（以下「本

件固定器具」という。）で固定してＡ船押船列を構成し、佐伯市入津
にゅうづ

湾の浚渫
しゅんせつ

作業区域に向け、蒲江港東北東方沖を手動操舵により約６

～７ノットの対地速力で北東進していた。 

Ａ船押船列は、船長が操舵室において単独で当直に就き、ほかの乗

組員がＢ船の居住区にいたところ、平成２６年３月１３日０６時２０
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分ごろ、船尾方からの衝撃を受けた。 

船長は、衝撃により操舵室内の構造物に打ちつけられ、転倒したも

のの、起き上がって船橋の窓から確認したところ、船尾方からＡ船の

上甲板上に打ち込んだ海水が‘換気用に開放していた同甲板上にある

船室右舷前部の水密扉’（以下「本件扉」という。）から船内に流入し

ているのを認め、間もなく船尾方に傾斜を始めたことを知った。 

船長は、Ａ船が、沈没する危険があると判断し、Ｂ船の船尾凹部右

舷側に移乗した。 

Ａ船は、船尾方への傾斜が拡大し、また、本件固定器具が破損して

Ｂ船との嵌合部から外れ、０６時３８分ごろ、沈没した。 

Ｂ船は、蒲江港東北東方沖を漂流中、機関長Ａが、携帯電話により

海上保安庁及びＡ社へ本事故の発生を通報して、海上保安庁の指示に

より０８時５６分ごろ投錨した。 

本事故当時、時化
し け

で救助作業が困難であったので、Ｂ船は、Ａ社が

手配し、来援した引船により、えい
．．

航されて、１４日１０時１０分ご

ろ、佐伯港内に錨泊して、乗組員全員が救助された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 気象庁資料日々の天気図

（抜粋 平成２６年３月１２日 ０９時００分、１３日 ０９時０

０分）、写真１ Ａ船押船列の外観、写真２ Ａ船押船列の外観

（船尾） 参照） 

 気象・海象 

 

 

気象：天気 雨、風向 南南西、風力 ７ 

海象：波向 南、波高 約２ｍ、うねり 波向南、波高約４ｍ 

佐伯市には、平成２６年３月１２日１０時３０分に強風及び波浪注

意報が発表されて、本事故時、継続中であった。 

 その他の事項 

 

 Ａ船とＢ船の嵌合方式は、アーチカップルＦ型（無段摩擦係止式）

であり、Ａ船の乾舷は低く、また、空倉状態であったＢ船の乾舷は高

かった。 

船長は、ふだんから船舶電話で、１日に３回（朝、昼、夜）、大分

県中部地方の気象予報の発表情報を聞いていたが、本事故当日、波高

約１.５～２.０ｍの発表情報の他は、聞いた覚えがなかったので、航

行可能と判断した。 

 Ａ社の安全管理規程には、次のとおりに記載されていた。 

第１章 総則 

（目的）第２条 

（７）「運航管理者」とは、内航海運業法に基づく法令以外の法令に

定める船長及び船舶所有者等の職務権限に属する事項以外の船舶の運

航の管理に関する統轄責任者をいう。 

Ａ社の安全管理規程は、運航管理者が船長となっており、また、運

航管理補助者が機関長となっていた。 

船長は、本事故時、操舵室内の構造物に打ちつけられた際、打撲し
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て腰痛が悪化し、入院して、腰椎すべり症と診断された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり 

Ａ あり 

Ａ あり 

Ａ船押船列は、蒲江港東北東方沖を北東進中、時化模様となり、船

尾方からの高波を受け、Ａ船の本件扉から海水が船内に浸入したこと

から、Ａ船が沈没したものと考えられるが、その状況を明らかにする

ことはできなかった。 

本事故当日の大分県中部地方の気象予報の発表情報は、記録がなく

明らかにすることはできなかった。 

原因 

 

本事故は、Ａ船押船列が、蒲江港東北東方沖を北東進中、時化模様

となり、船尾方からの高波を受け、Ａ船の本件扉から船内に浸水した

ため、Ａ船が沈没したことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・安全管理規程を遵守すること。 

 ・航海中は、水密扉を閉鎖すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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事故発生場所 

（平成２６年３月１３日 ０６時３８分ごろ発生） 

Ａ船押船列のルート 

延岡市 

佐伯市 



 

 

 

付図２ 気象庁資料日々の天気図（抜粋 平成２６年３月１２日 ０９時００分、１３日 ０９時００分） 
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写真１ Ａ船押船列の外観 

 

 

写真２ Ａ船押船列の外観（船尾） 

 


